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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月10日(2016.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機と、遊技者所有の遊技用価値を使用して前記遊技機での遊技に必要な遊技点を付
与するための遊技用装置とを備える遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技機による前記遊技点の加算動作を要求する動作要求電文を送信するか当該動
作要求電文以外の電文を送信するかで異なる更新情報を含む電文を送信する電文送信手段
と、
　　前記動作要求電文を送信したときに前記遊技用価値の使用を確定させる価値使用確定
手段と、
　　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報に
基づいて要求承諾であるか否かを判定する電文判定手段とを含み、
　　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文
に含めて送信し、
　前記遊技機は、
　　前記動作要求電文を受信したときに、要求を承諾する場合と要求を拒否する場合とで
異なる更新情報を含む電文を送信する応答電文送信手段と、
　　前記遊技用装置との通信ができない通信不能状態から回復した後に、前記通信不能状
態となる前に最後に送信した電文に含まれる更新情報を含むリカバリ電文を送信するリカ
バリ電文送信手段とを含み、
　　前記応答電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各
電文に含めて送信し、
　前記遊技用装置は、
　　前記リカバリ電文を受信したときに、当該リカバリ電文に含まれる更新情報と、前記
通信不能状態となる前に最後に送信した動作要求電文に含めた更新情報とに基づいて、前
記通信不能状態となる前に最後に送信した動作要求電文に基づいた前記遊技点の加算動作
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の実行の有無を判定する加算実行判定手段をさらに含み、
　前記電文送信手段は、
　　前記加算実行判定手段により前記加算動作が実行されていないと判定されたときに、
実行されていない加算動作を要求する電文を前記遊技機へ送信する、遊技用システム。
【請求項２】
　遊技者所有の遊技用価値を使用して遊技機での遊技に必要な遊技点を付与するための遊
技制御装置であって、
　前記遊技機による前記遊技点の加算動作を要求する動作要求電文を送信するか当該動作
要求電文以外の電文を送信するかで異なる更新情報を含む電文を送信する電文送信手段と
、
　前記動作要求電文を送信したときに前記遊技用価値の使用を確定させる価値使用確定手
段と、
　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報に基
づいて要求承諾であるか否かを判定する電文判定手段と、
　前記遊技機との通信ができない通信不能状態から回復した後に、前記通信不能状態とな
る前に前記遊技機が最後に送信した電文に含めた更新情報を含むリカバリ電文を前記遊技
機より受信したときに、当該リカバリ電文に含まれる更新情報と、前記通信不能状態とな
る前に最後に送信した動作要求電文に含めた更新情報とに基づいて、前記通信不能状態と
なる前に最後に送信した動作要求電文に基づいた前記遊技点の加算動作の実行の有無を判
定する加算実行判定手段とを含み、
　前記電文送信手段は、
　　前記加算実行判定手段により前記加算動作が実行されていないと判定されたときに、
実行されていない加算動作を要求する電文を前記遊技機へ送信し、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する、遊
技制御装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（１）　本発明は、遊技機（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ）と、遊技者所有の遊技用価値（カード
残高、持玉、貯玉）を使用して前記遊技機での遊技に必要な遊技点（遊技玉）を付与する
ための遊技用装置（ＣＵ３）とを備える遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技機による前記遊技点の加算動作（遊技玉の加算動作）を要求する動作要求電
文（遊技玉加算要求ＯＮの状態情報要求）を送信するか当該動作要求電文以外の電文を送
信するかで異なる更新情報（加算通番；遊技玉加算要求ＯＮのときには元の加算通番に＋
１したもの、遊技玉加算要求ＯＦＦのときには元の加算通番）を含む電文を送信する電文
送信手段（図９、図１０、図２５参照）と、
　　前記動作要求電文を送信したときに前記遊技用価値の使用を確定させる価値使用確定
手段（図９のプリペイド消費を確定、図１０の持玉・貯玉の消費を確定）と、
　　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報に
基づいて要求承諾であるか否かを判定する電文判定手段（図２５；加算通番がｍ＋１であ
れば要求承諾、ｍであれば要求拒否と判定）とを含み、
　　前記電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文
に含めて送信し、
　前記遊技機は、
　　前記動作要求電文を受信したときに、要求を承諾する場合と要求を拒否する場合とで
異なる更新情報を含む電文を送信する応答電文送信手段（図９、図１０、図２５参照）と
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、
　　前記遊技用装置との通信ができない通信不能状態から回復した後に、前記通信不能状
態となる前に最後に送信した電文に含まれる更新情報（図１７、図１８のリカバリ応答に
含まれる前回最終送信加算通番）を含むリカバリ電文を送信するリカバリ電文送信手段（
図１７、図１８のリカバリ応答）とを含み、
　　前記応答電文送信手段は、電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各
電文に含めて送信し、
　前記遊技用装置は、
　　前記リカバリ電文を受信したときに、当該リカバリ電文に含まれる更新情報（図１７
、図１８のリカバリ応答に含まれる前回最終送信加算通番）と、前記通信不能状態となる
前に最後に送信した動作要求電文に含めた更新情報（図１７、図１８のＣＵ側で記憶して
いる前回最終送信加算通番）とに基づいて、前記通信不能状態となる前に最後に送信した
動作要求電文に基づいた前記遊技点の加算動作の実行の有無を判定する加算実行判定手段
（図１７では前回最終送信加算通番がＣＵとＰ台とで不一致であり加算動作実行有（加算
リカバリ実施）と判定、図１８では前回最終送信加算通番がＣＵとＰ台とで一致し加算動
作実行無（加算玉数のリカバリを要求しない）と判定）をさらに含み、
　前記電文送信手段は、
　　前記加算実行判定手段により前記加算動作が実行されていないと判定されたときに、
実行されていない加算動作を要求する電文を前記遊技機へ送信する（図１７のリカバリ要
求２を送信）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（２）　本発明は、遊技者所有の遊技用価値（カード残高、持玉、貯玉）を使用して遊
技機での遊技に必要な遊技点（遊技玉）を付与するための遊技制御装置（ＣＵ３）であっ
て、
　前記遊技機による前記遊技点の加算動作（遊技玉の加算動作）を要求する動作要求電文
（遊技玉加算要求ＯＮの状態情報要求）を送信するか当該動作要求電文以外の電文を送信
するかで異なる更新情報（加算通番；遊技玉加算要求ＯＮのときには元の加算通番に＋１
したもの、遊技玉加算要求ＯＦＦのときには元の加算通番）を含む電文を送信する電文送
信手段（図９、図１０、図２５参照）と、
　前記動作要求電文を送信したときに前記遊技用価値の使用を確定させる価値使用確定手
段（図９のプリペイド消費を確定、図１０の持玉・貯玉の消費を確定）と、
　前記動作要求電文の送信後に電文を受信したときに、受信電文に含まれる更新情報に基
づいて要求承諾であるか否かを判定する電文判定手段（図２５；加算通番がｍ＋１であれ
ば要求承諾、ｍであれば要求拒否と判定）と、
　前記遊技機との通信ができない通信不能状態から回復した後に、前記通信不能状態とな
る前に前記遊技機が最後に送信した電文に含めた更新情報を含むリカバリ電文（図１７、
図１８の前回最終送信加算通番を含むリカバリ応答）を前記遊技機より受信したときに、
当該リカバリ電文に含まれる更新情報と、前記通信不能状態となる前に最後に送信した動
作要求電文に含めた更新情報（図１７、図１８のＣＵ側で記憶している前回最終送信加算
通番）とに基づいて、前記通信不能状態となる前に最後に送信した動作要求電文に基づい
た前記遊技点の加算動作の実行の有無を判定する加算実行判定手段（図１７では前回最終
送信加算通番がＣＵとＰ台とで不一致であり加算動作実行有（加算リカバリ実施）と判定
、図１８では前回最終送信加算通番がＣＵとＰ台とで一致し加算動作実行無（加算玉数の
リカバリを要求しない）と判定）とを含み、
　前記電文送信手段は、
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　　前記加算実行判定手段により前記加算動作が実行されていないと判定されたときに、
実行されていない加算動作を要求する電文を前記遊技機へ送信し（図１７のリカバリ要求
２を送信）、
　　電文の送信順が特定可能な送信順情報を更新情報と別に各電文に含めて送信する
。
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